
約款変更の新旧対照表 

 

＜非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款＞                                 むさし証券株式会社 

非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款 202401 非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款 202310 差分 

第２条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるために

は､当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が別に定める日

までに、当社に対して租税特別措置法第 37条の 14第５項第１号、第 10

項及び第 19項に基づき「非課税口座開設届出書」（既に当社以外の証券

会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非

課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加

えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当社に非

課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようと

する場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」）を提

出するとともに、当社に対して租税特別措置法施行規則第 18条の 15の

３第 19 項において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第３

項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を

提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号（お客様が租税特別措置法

施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月

日及び住所。）を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確

認を受ける必要があります。 

第２条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるために

は､当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が別に定める日

までに、当社に対して租税特別措置法第 37条の 14第５項第１号、第 10

項及び第 19項に基づき「非課税口座開設届出書」（既に当社以外の証券

会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非

課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加

えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当社に非

課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようと

する場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」）を提

出するとともに、当社に対して租税特別措置法施行規則第 18条の 15の

３第 24 項において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第３

項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を

提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号（お客様が租税特別措置法

施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月

日及び住所。）を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確

認を受ける必要があります。 

変更 

  ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」について

は、非課税口座を再開設しようとする年（以下「再開設年」といいます。）

又は特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようと

する年（以下「再設定年」といいます。）の前年 10月１日から再開設年

又は再設定年の９月 30日までの間に提出してください。また、「非課税

口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の

基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属す

る年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受

入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の

  ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」について

は、非課税口座を再開設しようとする年（以下「再開設年」といいます。）

又は非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非

課税管理勘定を再設定しようとする年（以下「再設定年」といいます。）

の前年 10 月１日から再開設年又は再設定年の９月 30 日までの間に提

出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合に

おいて、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当

該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘

定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが

削除 



非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款 202401 非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款 202310 差分 

属する年の９月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができ

ません。 

行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する

年の９月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができませ

ん。 

① １月１日から９月 30 日までの間に受けた場合  非課税口座に

「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積

投資勘定が設けられていたとき 

① １月１日から９月 30 日までの間に受けた場合  非課税口座に

「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管

理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき 

削除 

② 10 月１日から 12 月 31 日までの間に受けた場合  非課税口座に

「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の

特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき 

② 10 月１日から 12 月 31 日までの間に受けた場合  非課税口座に

「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の

非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられるこ

ととなっていたとき 

削除 

５ お客様が当社の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定又は

特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとす

る場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定

が設けられる日の属する年（以下「設定年」といいます。）の前年 10月

１日から設定年の９月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14

第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してくだ

さい。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累

積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われて

いた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。 

５ お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投

資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若し

くは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘

定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けら

れる日の属する年（以下「設定年」といいます。）の前年 10月１日から

設定年の９月 30日までの間に、租税特別措置法第 37条の 14第 13項に

規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、

当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累

積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の

受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理すること

ができません。 

削除 

６ 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る

特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合

には当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に

租税特別措置法第 37 条の 14 第５項第９号に規定する「勘定廃止通知

書」を交付します。 

６ 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る

非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理

勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘

定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税

特別措置法第 37条の 14第５項第９号に規定する「勘定廃止通知書」を

交付します。 

削除 



非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款 202401 非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款 202310 差分 

第４条の２ 当社がお客様から「非課税口座開設届出書」の提出を受けた

場合、当社は、当該届出書の提出を受けた日に特定累積投資勘定及び特

定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、

所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設ができる旨等の提

供があった日まで、お客様からの上場株式等の買付け等に係る注文等を

受け付けないことといたします。 

第４条の２ 当社がお客様から「非課税口座開設届出書」の提出を受けた

場合、当社は、当該届出書の提出を受けた日に非課税管理勘定、累積投

資勘定又は特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を非課税口座に

設定いたしますが、当社においては、所轄税務署長から当社にお客様の

非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客様からの上

場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。 

削除 

第５条の４ 当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘

定においては、次に掲げる上場株式等（当該非課税口座が開設されてい

る当社の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当

該営業所に保管の委託がされるものに限り租税特別措置法第 29 条の２

第１項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権

に係る上場株式等及び第２項に掲げるものを除きます。）のみを受け入

れます。 

第５条の４ 当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘

定においては、次に掲げる上場株式等（当該非課税口座が開設されてい

る当社の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当

該営業所に保管の委託がされるものに限り、「（非課税口座）継続適用届

出書」の提出をしたお客様が出国した日から「（非課税口座）帰国届出

書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げ

るもの、租税特別措置法第 29 条の２第１項本文の適用を受けて取得を

した同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第２項に掲

げるものを除きます。）のみを受け入れます。 

削除 

 (非課税管理勘定、累積投資勘定の変更手続き)  削除 

 第 11 条 お客様が、当社に開設した非課税口座に設けられたその年の勘

定の種類を変更しようとする場合には、その年の当社が別に定める期限

までに、当社に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要

があります。 

削除 

第 11 条 お客様が非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又

は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は

保管の委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等のう

ち、上場株式（金融商品取引所に上場されている株式をいい、ＥＴＦ（上

場証券投資信託）、上場ＲＥＩＴ（不動産投資信託）及び上場ＪＤＲ（日

本版預託証券）を含みます。）について支払われる配当金及び分配金（以

下「配当金等」といいます。）を非課税で受領するためには、当該配当

第 12 条 お客様が非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又

は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は

保管の委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等のう

ち、上場株式（金融商品取引所に上場されている株式をいい、ＥＴＦ（上

場証券投資信託）、上場ＲＥＩＴ（不動産投資信託）及び上場ＪＤＲ（日

本版預託証券）を含みます。）について支払われる配当金及び分配金（以

下「配当金等」といいます。）を非課税で受領するためには、当該配当

変更 



非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款 202401 非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款 202310 差分 

金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じ

て当該配当金等を受領する必要があります。 

金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じ

て当該配当金等を受領する必要があります。 

第 12 条 お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をし

た上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等

の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとす

る場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座

への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お

客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引と

させていただきます（特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設

されている場合に限ります。）。 

第 13 条 お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をし

た上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等

の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとす

る場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座

への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お

客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引と

させていただきます（特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設

されている場合に限ります。）。 

変更 

第 13 条 お客様が特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定で保有する上

場株式等を特定口座に移管しようとする場合には、当該移管しようとする

上場株式等と同一銘柄については、特定累積投資勘定又は特定非課税管理

勘定から全て移管先の特定口座に移管する必要があります。 

第 14 条 お客様が特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定で保有する上

場株式等を特定口座に移管しようとする場合には、当該移管しようとする

上場株式等と同一銘柄については、特定累積投資勘定又は特定非課税管理

勘定から全て移管先の特定口座に移管する必要があります。 

変更 

第 14条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は

解除されます。 

第 15条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は

解除されます。 

変更 

第 15 条 この約款に関するお客様と当社との間の訴訟については､当社

の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所

を指定できるものとします。 

第 16 条 この約款に関するお客様と当社との間の訴訟については､当社

の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所

を指定できるものとします。 

変更 

第 16 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生

じたときに、民法第 548条の 4の規定に基づき改定されることがありま

す。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、

効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相

当の方法により周知します。 

第 17 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生

じたときに、民法第 548条の 4の規定に基づき改定されることがありま

す。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、

効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相

当の方法により周知します。 

変更 

この約款は、2024年 1月 1日より適用させていただきます。 この約款は、2023年 10月 1日より適用させていただきます。 変更 

                                                                        以上 


